
（平成２３年１月２６日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 3 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 2 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 6 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 4 件

年金記録確認山口地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



山口国民年金 事案 645 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 48 年 10 月の国民年金保険料については、納付していたもの

と認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年 10月 

ねんきん定期便により、国民年金の被保険者記録を確認したところ、昭

和 48 年 10月 31 日に資格を喪失したように記録されているが、私は、昭和

48 年 10 月分の国民年金保険料の領収証書（昭和 48 年 11 月 30 日付け、Ａ

市農業協同組合Ｂ支部の領収済印が押印。）を所持しているので、申立期

間の被保険者記録を訂正し、国民年金保険料の納付を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持している国民年金手帳保管証兼領収書貼付控に昭和 48 年 10

月分の国民年金保険料の領収証書が貼付されており、Ａ市農業協同組合Ｂ支

部の領収済印（昭和 48 年 11 月 30 日付け）が押されていることが認められる。 

また、申立人が所持しているＣ健康保険組合が発行した健康保険被保険者

証及び株式会社Ｃに係る申立人の厚生年金保険被保険者原票において、申立

人は昭和 48 年 11 月１日にそれぞれの被保険者資格を取得していることが確

認でき、国民年金被保険者資格を 48 年 10 月 31 日に喪失する理由は見当たら

ない。 

さらに、Ａ市が保管する申立人の国民年金被保険者名簿及びオンライン記

録において、申立期間に係る国民年金保険料の還付記録は確認できない上、

特殊台帳も保存されていない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



山口厚生年金 事案 970 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主は、申立人が昭和 24年 6月 21 日に船員保険被保険者の資格を取得し

た旨の届出を社会保険事務所(当時)に対し行ったことが認められることから、

申立人の船員保険被保険者資格の取得日に係る記録を訂正することが必要で

ある。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、4,000円とすることが妥当であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 24年５月 30日から同年 10月１日まで 

私は、昭和 23年６月３日にＡ株式会社（現在は、株式会社Ｂ）に入社し、

57年６月１日までの期間において継続して勤務した。 

私のＡ株式会社に係る船員保険の被保険者記録は、昭和 24年５月 30日に

資格を喪失し、同年 10 月１日に再び取得したとされているが、私は、Ａ株

式会社が所有するＣ丸に乗り込んでいたと記憶しているので、申立期間を船

員保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  申立人が所持する昭和 57 年分退職所得の源泉徴収票及び株式会社Ｂが提出

した申立人に係る人事記録カードにより、申立人は、昭和 23 年６月３日にＡ

株式会社に入社し、57 年６月１日に退職するまでの期間において継続して勤

務していたことが確認できる。 

また、申立人は、申立期間においてＡ株式会社が所有するＣ丸に乗り込ん

でいたと供述しているところ、昭和 24 年６月頃に作成したと推認される同社

が所有するＣ丸に係る船員保険被保険者名簿において、申立人と同一の船員手

帳番号、氏名、生年月日及び備考欄に標準報酬等級を示すと推認できる数字「５」

は記載されているが、標準報酬月額及び資格取得欄等が空欄となっている基礎

年金番号に統合されていない船員保険の被保険者記録が確認できる。 

さらに、Ａ株式会社が所有するＣ丸に係る船員保険被保険者名簿において、



 

申立期間を含む船員保険の被保険者記録が確認できる同僚は、「私は、Ｃ丸に

甲板員として乗り込んでいた。申立人も、当時、航海士見習としてＣ丸に乗り

込んでいた。乗り込み期間は覚えていないが、途中で下船したことはなかった

と記憶している。」と供述しているところ、申立人が記憶している同船舶の船

長、航海士及び機関長の乗船状況等は、申立期間当時、同船舶に乗り込んでい

たとする前述とは別の同僚の記憶と一致している上、同被保険者名簿において

確認できる当該船長、航海士及び機関長に係る船員保険の被保険者記録と符合

していることから判断すると、前述の基礎年金番号に統合されていない船員保

険の被保険者記録は申立人の記録に相違ないと判断できる。 

加えて、前述のＡ株式会社が所有するＣ丸に係る船員保険被保険者名簿に

おける申立人の船員保険被保険者資格の取得日については、同社が所有するＤ

丸及びＥ丸に係る船員保険被保険者名簿において、申立人と同じ昭和 24 年５

月 30 日にＥ丸から同船舶の僚船であるＤ丸に乗り込んだとされる同僚につい

ては、船員保険の被保険者期間が継続していることが確認できる一方、同社が

所有するＤ丸及びＦ丸に係る船員保険被保険者名簿において、申立人とほぼ同

時期にＤ丸に係る船員保険被保険者資格を喪失し、Ｄ丸から同船舶の僚船では

ないＦ丸に乗り込んだとされる同僚については、同被保険者資格の取得日が同

年６月 21 日となっており、船員保険の被保険者期間が継続していないことが

確認できることなどから判断すると、Ｄ丸から同船舶の僚船ではないＣ丸に乗

り込んだとする申立人についても、Ｄ丸から同船舶の僚船ではないＦ丸に乗り

込んだとされる前述の同僚と同日に、同社に係る船員保険被保険者資格を再度

取得したと推認できる。 

また、Ａ株式会社に係る船員保険被保険者名簿については、昭和 24 年 10

月に船舶単位から適用事業所単位に変更されており、これに伴って作成し直さ

れた同社に係る船員保険被保険者名簿において、資格取得日が同年 10 月１日

と記載されている者が多数確認でき、これらの者については、同社が所有する

船舶に係る各船員保険被保険者名簿において、同日までの期間において被保険

者記録が継続していることが確認できるとともに、申立人についても、これら

の者と同様に同日に資格取得している旨記載されていることが確認できるこ

と、書き換えられたＣ丸における船員保険被保険者名簿において、申立人の記

録に相違ないと判断できる基礎年金番号に統合されていない船員保険の被保

険者記録の次欄に名前が記載されている同僚の被保険者資格の取得日は同年

８月 20 日とされていること、及び申立人について、Ｃ丸を「途中で下船した

ことはなかったと記憶している。」としている前述の同僚の供述から判断する

と、申立人は同年 10 月１日までの期間において、船員保険の被保険者記録が

継続していたものと推認できる。 

これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が昭和 24 年６月 21 日に

船員保険被保険者の資格を取得した旨の届出を社会保険事務所に行ったこと



 

が認められる。 

 なお、当該期間の標準報酬月額については、今回統合する申立人のＡ株式

会社が所有するＣ丸に係る厚生年金保険被保険者名簿の標準報酬等級を示す

と推認される記録から 4,000円とすることが妥当である。 

一方、昭和 24年５月 30日から同年６月 21 日までの期間については、申立

人は、当該期間についてＡ株式会社に係る給与明細書等を所持しておらず、株

式会社Ｂは、当該期間当時の関係資料を保管していないため、申立人の勤務状

況、船員保険への加入状況及び船員保険料等の控除状況について確認できない。 

このほか、申立人の当該期間における船員保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が船員保険被保険者として当該期間に係る船員保険料を事業主により控除

されていたことを認めることはできない。 

  



 

山口厚生年金 事案 975（事案 233の再々々申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ株式会社（現在は、Ｂ株式会社）に

おける資格取得日に係る記録を昭和 28 年４月１日に訂正し、申立期間の標準

報酬月額を 5,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 28年４月１日から 30年６月１日まで 

私は、昭和 28 年４月から 32 年８月 21 日までの期間においてＡ株式会社

Ｃ販売所に勤務していたにもかかわらず厚生年金保険被保険者資格の取得

日が 31 年３月１日と記録されていたが、申立期間についても、給与から厚

生年金保険料が控除されていたはずである。 

これまでの３回の申立てにおいて、第１回目の申立ては、全ての期間が訂

正不要とされ、第２回目の申立ては、申立期間のうち昭和 30 年６月１日か

ら 31年３月１日までの期間について記録訂正とされ、訂正不要とされた 28

年４月から 30 年５月 31 日までの期間について行った第３回目の申立ては、

新たな事情が見当たらないということで訂正不要とされた。 

今回、Ｂ株式会社から、新たな事情が判明したと聞いているので、再調査

の上、年金記録を訂正してほしい。 

 
第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、昭和 28 年４月から 31 年２月までの期

間に係る第１回目の申立てにおいて、Ｂ株式会社が保管する従業員採用発令

簿及び退職者発令簿における申立人の採用日及び退職日が、Ａ株式会社に係

る健康保険厚生年金保険被保険者名簿における申立人の資格取得日及び資格

喪失日と符合し、同被保険者名簿の健康保険整理番号に欠番は見られないな



 

どとして、既に当委員会の決定に基づき平成 21年１月８日付けで年金記録の

訂正が必要とまでは言えないとする通知が行われている。 

しかし、昭和 28 年４月から 31 年３月１日までの期間に係る第２回目の申

立てについて、Ｂ株式会社からの新たな回答及び複数の同僚の供述から判断

すると、申立人が当該期間においてＡ株式会社Ｃ販売所に勤務していたこと

が推認できる上、当該期間において同社に勤務していたとする同僚から、「当

該期間当時、営業担当者は個人事業主扱いであり、給与は完全歩合制であっ

たため、厚生年金保険には加入させてもらえなかったが、昭和 30年２月に経

営者が交代した後、営業担当者も厚生年金保険に加入させてもらえることと

なった。」との供述が得られたところ、Ａ株式会社に係る健康保険厚生年金保

険被保険者名簿において、当該期間に勤務していたとする営業担当者二人の

資格取得日は、いずれも 30 年６月１日となっていることなどを根拠として、

既に当委員会の決定に基づき平成 21 年 10 月８日付けで、当該期間のうち、

昭和 30 年６月１日から 31 年３月１日までの期間については、年金記録の訂

正を必要とし、28年４月から 30年６月１日までの期間については、年金記録

の訂正が必要とまでは言えないとする通知が行われている。 

また、申立期間のうち、昭和 28年４月１日から 30年５月 31日までの期間

に係る第３回目の申立てについて、申立人から、保険料納付を示す新たな資

料として社会保険事務所（当時）あての手紙が提出されたが、当該資料から

厚生年金保険料の控除等を確認できる記載は見当たらず、委員会の前回の決

定を変更すべき新たな事情は見当たらないなどとして、既に当委員会の決定

に基づき平成 22 年３月 10 日付けで年金記録の訂正が必要とまでは言えない

とする通知が行われている。 

しかしながら、今回、Ｂ株式会社の取締役から、「当社設立当時の従業員採

用発令簿において、当社の前身のＡ株式会社から引き続いて当社に勤務した

営業担当者のうち、Ａ株式会社において社員扱いとされ、給与が月給であっ

た者が、申立人を含めて５人確認できた。申立人は同社において社員として

勤務していた以上、厚生年金保険に加入させ、給与から厚生年金保険料を控

除していたものと考えられる。」との供述が得られたところ、同社が保管する

同社の従業員採用発令簿において、Ａ株式会社から継続して社員扱いであり、

給与は月給制であった旨記載されている従業員は、申立人を含み５人確認で

きる。 

また、前述の従業員採用発令簿から、Ａ株式会社及びＢ株式会社において

継続して社員扱いであったことが確認できた申立人以外の従業員４人のうち、

Ａ株式会社がＢ株式会社となる直前の昭和 30 年 10 月頃に入社したとする一

人を除く３人には、Ａ株式会社及びＢ株式会社に係る健康保険厚生年金保険

被保険者名簿において、申立期間当時より継続して被保険者記録が確認でき



 

る。 

これらを総合的に判断すると、申立期間においてＡ株式会社に社員扱いと

して勤務した申立人が、厚生年金保険に加入していないと考えることは不自

然であり、申立人は、申立期間において、厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたものと認められる。 

また、申立期間に係る標準報酬月額は、申立人のＡ株式会社に係る健康保

険厚生年金保険被保険者名簿の昭和 30年６月の記録から 5,000円とすること

が妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、事業主は不明としているが、仮に、事業主から

申立人に係る被保険者資格の取得届が提出された場合には、その後被保険者

報酬月額算定基礎届を提出する機会があったことになるものの、いずれの機

会においても社会保険事務所が当該届出を記録しないとは考え難いことから、

事業主から当該社会保険事務所へ申立てどおりの資格取得に係る届出は行わ

れておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る申立期間の保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係る厚生年金保

険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



山口国民年金 事案 646                       

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 62 年７月から 63 年８月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 62年７月から 63年８月まで 

私の年金記録では、国民年金の被保険者資格を取得した日は平成６年８

月 30 日と記録されているが、申立期間の国民年金保険料は妻が納付してく

れたはずだ。 

特に、妻は申立期間のうち昭和 63 年１月から同年８月までの国民年金保

険料を納付しており、私の保険料を未納とすることは考え難いので、申立

期間を保険料納付済期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金保険料を申立人の妻が納付してくれたはず

だと主張しているが、申立人の国民年金手帳記号番号は、Ａ市の国民年金電

算記録などから平成７年１月頃払い出され、資格取得日は６年８月 30 日であ

ることが確認できることから、申立期間は国民年金の未加入期間であり、制

度上、国民年金保険料を納付できない上、申立人に別の国民年金手帳記号番

号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

また、申立人は、申立期間について、国民年金の加入手続及び保険料の納

付に関与していない上、申立人の国民年金保険料を納付したとする申立人の

妻は、申立人の申立期間における国民年金の加入手続及び保険料納付に係る

具体的な状況を記憶していない。 

さらに、申立人の国民年金保険料が納付されたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）は無く、ほかに国民年金保険料が納付されたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ



とはできない。 

 

  



山口国民年金 事案 647                       

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 62 年７月から同年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 62年７月から同年 12月まで 

私は、昭和 57 年２月に国民年金に任意加入して以降、国民年金保険料は

全て納付していると思っていたが、ねんきん定期便において、申立期間が

未納とされていることが判明した。 

申立期間は、国民年金第３号被保険者期間と思っていたが、第３号被保

険者期間でないのなら、当然に第１号被保険者として申立期間の国民年金

保険料を納付したはずだ。 

資料はないが、申立期間以降は国民年金保険料を納付しており、申立期

間のみ納付していないのは不自然であるので、申立期間を保険料納付済期

間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 61 年４月１日に国民年金第３号被保険者資格を取得してい

るが、その後、申立人の夫が厚生年金保険被保険者資格を 62 年７月 26 日に

喪失し、63 年９月１日に再取得しており、それに伴って、申立人は、第１号

被保険者と第３号被保険者への種別変更手続を行う必要があるところ、オン

ライン記録によると、社会保険事務所（当時）において当該種別変更処理が

行われたのは、平成２年２月６日であることが確認できる。 

また、オンライン記録によると、資格取得等の入力に伴う国民年金保険料

の納付書が平成２年２月 13 日に作成されていることが確認できるところ、申

立人は、昭和 63 年１月から同年８月までの国民年金保険料を過年度納付して

いることが確認できることから、申立人は、申立期間を含む 62 年７月 26 日

から 63 年９月１日までの期間を国民年金第３号被保険者から第１号被保険者

に種別変更する手続を平成２年２月頃に行い、その時点で、納付することが



できた昭和 63 年１月から同年８月までの国民年金保険料は過年度納付したが、

申立期間の国民年金保険料は、時効により納付することができなかったもの

と考えられる。 

さらに、申立人は、申立期間における国民年金保険料の納付に係る具体的

な状況を記憶していない上、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付して

いたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに国民年金

保険料が納付されたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

 



 

山口厚生年金 事案 971 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、全ての申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年

金保険料を各事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 52年９月１日から 53年４月１日まで 

② 昭和 53年６月１日から 54年４月１日まで 

③ 昭和 54年６月１日から 55年５月１日まで 

申立期間①について、新聞の求人欄を見て株式会社Ａの面接を受け、そ

の日のうちに同社が所有するアパートに家族で入居した。同社では、従業

員は全員、健康保険被保険者証を持っていたと記憶しているので、厚生年

金保険に加入していたと思う。 

申立期間②について、Ｂ株式会社が経営するＣのＤ店に勤務した。同店

の店長から健康保険被保険者証を受け取った記憶があるので、厚生年金保

険に加入していたと思う。 

申立期間③について、Ｅ株式会社が経営するＦ店「Ｇ」に勤務した。同

社の事務員が健康保険被保険者証を届けてくれた記憶があるので、厚生年

金保険に加入していたと思う。 

全ての申立期間について、健康保険被保険者証を所持していたと記憶し

ているので、厚生年金保険の被保険者記録が無いことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、申立人は、株式会社Ａの立地、営業内容及び同社

が所有していたとする従業員寮等に関する事項を具体的に記憶しているこ

とから判断すると、勤務期間は特定できないものの、申立人が同社に勤務

していたことはうかがえる。 

しかし、適用事業所名簿により、株式会社Ａが厚生年金保険の適用事業

所に該当することとなったのは昭和 56 年２月５日であり、申立期間①にお

いて、同社は厚生年金保険の適用事業所ではなかったことが確認できる。 



 

また、株式会社Ａは、平成 20 年７月１日に厚生年金保険の適用事業所に

該当しなくなっている上、同社の事業主の弟は、「株式会社Ａの事業主で

あった私の兄及び兄の妻は、平成 20 年の夏頃に同社を閉鎖し、店舗及び従

業員寮を売却した。私の兄及び兄の妻は、その後、県外へ転居したようだ

が、所在等は知らない。」と述べており、同社から、申立人の申立期間①

に係る勤務状況及び厚生年金保険料の控除状況について確認できる資料及

び供述を得ることができない。 

さらに、申立人は同僚に関する記憶が曖昧であり、同僚から申立人の申

立期間①に係る厚生年金保険料の控除等について確認できない。 

２ 申立期間②について、申立人は、ＣのＤ店の営業内容等を具体的に記憶

していることから判断すると、勤務期間は特定できないものの、申立人が

同店に勤務していたことはうかがえる。 

しかし、申立人は「ＣのＤ店を経営していたのは、Ｂ株式会社であっ

た。」と主張しているところ、商業登記簿謄本において、Ｈ市にＢ株式会

社という事業所は確認できず、適用事業所名簿においても、申立期間②当

時、同社の名前は確認できない。 

また、昭和 60 年頃にＣのＤ店の系列店であるＣのＩ店に入社したとする

者を含む複数の者が、「Ｃを経営していたのは、株式会社Ｊであった。」と

述べていることなどから判断すると、ＣのＤ店の事業主は株式会社Ｊであ

ったことが推認できるところ、適用事業所名簿により、同社が厚生年金保

険の適用事業所に該当することとなったのは昭和 63 年９月１日であり、申

立期間②において、同社は厚生年金保険の適用事業所ではなかったことが

確認できる。 

さらに、株式会社Ｊは平成 18 年２月１日に厚生年金保険の適用事業所に

該当しなくなっている上、同社の事業主の子は、「ＣのＤ店の事業主は、

株式会社Ｊを経営していた私の父に間違いないが、父は高齢で、当時のこ

とはよく覚えておらず、当時の関係資料も無いと言っている。」と述べて

いる。 

加えて、オンライン記録から、株式会社Ｊに係る厚生年金保険の被保険

者記録が確認できる者の中で連絡が取れた３人は、いずれも申立人を知ら

ないと回答しており、申立人の申立期間②に係る厚生年金保険料の控除状

況等について確認できる資料及び供述を得ることができない。 

また、申立人が名前を挙げている同僚は、生年月日等が不明で連絡先を

特定できず、同僚から申立人の申立期間②に係る厚生年金保険料の控除等

について確認できない。 

なお、申立人は、申立期間②において、健康保険被保険者証を所持して

いたと供述しているところ、Ｋ健康保険組合は、「当健康保険組合の加入

事業所にＢ株式会社は確認できない。株式会社Ｊは、Ｌ組合を母体として



 

昭和 52 年 11 月１日から平成２年８月 31 日までの期間において当健康保険

組合に加入していたが、申立期間②当時の記録を確認することはできな

い。」と述べている。 

３ 申立期間③について、申立人は、Ｅ株式会社の営業内容等を具体的に記

憶していることから判断すると、勤務期間は特定できないものの、申立人

が同社に勤務していたことはうかがえる。 

しかし、適用事業所名簿により、Ｅ株式会社が厚生年金保険の適用事業

所に該当することとなったのは昭和 62 年７月１日であり、申立期間③にお

いて、同社は厚生年金保険の適用事業所ではなかったことが確認できる。 

また、Ｅ株式会社は既に事業を閉鎖している上、同社の事業主であった

者は、「申立人と同じ名前の従業員がいたように思うが、在職期間等は覚

えていない。当時の給与及び社会保険事務を担当していた者の名前も思い

出せない。」と述べている。 

さらに、オンライン記録から、Ｅ株式会社に係る厚生年金保険の被保険

者記録が確認でき、申立期間③以降に同社で経理事務を担当し、同社の破

産後は同社の関連会社に転職したとする者は、「Ｅ株式会社に関する書類

は、同社の破産後に全て処分した。私は、当時の『Ｇ』の店長及び支配人

等の名前を知らないし、知っている者も私の周りにはいない。」と述べて

おり、申立人の申立期間③に係る厚生年金保険料の控除状況等について確

認できる資料及び供述を得ることができない。 

加えて、申立人が名前を挙げている同僚は、生年月日等が不明で連絡先

を特定できず、同僚から申立人の申立期間③に係る厚生年金保険料の控除

状況等について確認できない。 

４ このほか、全ての申立期間において、厚生年金保険料を各事業主により

給与から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、ほ

かに申立人が全ての申立期間において各事業主により給与から厚生年金保

険を控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、全ての申立期間に係る厚生年金保

険料を各事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 

 



 

山口厚生年金 事案 972 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、両申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を各

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 23年頃から 33年頃まで 

             ② 昭和 36年 12月 25日から 38年８月頃まで 

申立期間①について、私は、Ａ郡Ｂ村（Ａ郡Ｃ町を経て、現在は、Ａ郡

Ｄ町）が所有するＥ丸に船員として乗り込んでいたので、船員保険の被保

険者と記録されていないことに納得できない。 

申立期間②について、私は、Ｆ氏が船舶所有者で船長でもあったＧ丸に

船員として乗り込んでいたのに、船員保険の被保険者と記録されていない

ことに納得できない。 

 両申立期間を船員保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、申立人は、「昭和 23 年頃から 33 年頃までの期間に

おいて、Ａ郡Ｂ村が所有するＥ丸に船員として乗り込んでいた。」と主張す

るところ、Ｈ県が保管する船籍簿により、昭和 24 年４月 22 日に同船舶に

船籍票が交付されたことが確認できる上、Ａ郡Ｄ町が保管する海員名簿に

おいて、申立人は、申立期間①のうち同年７月 11 日から 26 年８月４日ま

での期間及び同年９月 21 日から 27 年３月５日までの期間において同船舶

に乗り込んでいたことが確認できる。 

しかし、Ａ郡Ｃ町の広報誌によれば、Ｅ丸はＡ郡Ｂ村とＩ間を航行する

船舶であることが確認できるところ、昭和 22 年 12 月１日改正の船員保険

法において「船員法第１条ニ規定スル船員トシテ船舶所有者ニ使用セラル

ル者ハ船員保険ノ被保険者トス」と規定されており、当時の船員法第１条

において、湖、川又は港のみを航行する船舶はこれに含まれないと規定さ

れていることから判断すると、同船舶は船員保険が適用される船舶ではな



 

かったことが推認でき、船員保険被保険者旧名簿索引簿において、Ｅ丸を

所有するＡ郡Ｂ村は船舶所有者として確認できない上、申立人がＥ丸に一

緒に乗り込んでいたとする同僚を含む５人も、前述の海員名簿により同船

舶に乗り込んでいたことが確認できるものの、いずれの同僚も当該期間に

係る船員保険の被保険記録を確認できないことから判断すると、申立人は、

申立期間①において船員保険が適用される船員ではなかったことがうかが

える。 

また、申立人は「申立期間①当時は国民健康保険に加入していたと思

う。」と述べている。 

２ 申立期間②について、複数の同僚が、「乗り込んだ期間は覚えていない

が、申立人は、確かにＧ丸に乗り込んでいた。」と述べていることから判

断すると、期間の特定はできないものの、申立人は申立期間②当時、Ｇ丸

に乗り込んでいたことは推認できる。 

しかし、船舶登記簿において、申立人が船舶所有者であったとするＦ氏

と共有してＧ丸を所有する旨記載されているＪ氏所有のＧ丸に係る船員保

険被保険者名簿において、Ｇ丸が船員保険の適用船舶となったのは昭和 39

年２月１日であり、申立期間②において、Ｇ丸は船員保険の適用船舶では

なかったことが確認できる。 

また、申立人は、「申立期間②前の期間について、Ｋ氏が所有するＬ丸

に乗り込んでいた。」としているところ、船舶所有者Ｋに係る船員保険被

保険者名簿において、申立人と同様に船員保険被保険者資格を喪失後、Ｇ

丸に乗り込んだとする二人の者は、Ｇ丸に係る船員保険被保険者名簿にお

いて、船員保険被保険者資格を昭和 39 年２月１日に取得していることが確

認でき、申立期間②において船員保険の被保険者記録は確認できず、申立

人が船長であったとするＦ氏についても、申立期間②の船員保険の被保険

者記録は確認できない。 

 さらに、Ｇ丸の船長であるＦ氏は、「申立人が、約２年間において、Ｇ

丸に乗り込んでいたことは間違いないが、その時期は覚えていない。私は、

当時、Ｇ丸の船長であったが、私も船員保険の被保険者記録は無い。」と述

べており、申立人の申立期間②に係る船員保険料の控除等について確認で

きない。 

加えて、申立人に係る国民年金被保険者名簿において、申立人は、申立

期間②を含む昭和 36 年 12 月から 44 年６月までの期間において国民年金に

加入しており、申立期間②に係る国民年金保険料を納付していることが確

認できる。 

３ このほか、申立人が、両申立期間において、船員保険料を各事業主によ

り給与から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、

ほかに申立人の両申立期間において各事業主により給与から船員保険料を



 

控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が、船員保険被保険者として両申立期間に係る船員保険料を各事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



 

山口厚生年金 事案 973 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 49年８月頃から 50年３月頃まで 

私は、昭和 48 年４月からＡ市にある専門学校の夜間部に通学しながら

昼間は勤務していた。49 年７月にそれまで勤務していた会社を退職し、私

の知人の紹介で、同年８月頃にＢ市にあるＣ株式会社に工場長として入社

し、同社が倒産する 50年３月頃までの期間において勤務した。 

Ｃ株式会社に勤務していた申立期間について、厚生年金保険の被保険者

とされていないので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録から判断すると、申立人は、申立期間のうち昭和

49 年 12 月１日から 50 年３月 25 日までの期間において、Ｃ株式会社に勤務

していたことが推認できる。 

しかし、適用事業所名簿において、Ｃ株式会社が厚生年金保険の適用事業

所であったことを確認することができない。 

また、オンライン記録において、Ｃ株式会社の当時の事業主及び事業主の

妻（Ｃ株式会社の取締役）は、申立期間を含む前後の期間において、国民年

金に加入し、国民年金保険料を納付していることが確認できる。 

さらに、商業登記簿において、Ｃ株式会社は昭和 54 年 12 月２日に解散し

ていることが確認できる上、前述の事業主から照会に対する回答は得られず、

他の役員であった者はいずれも死亡又は連絡先が不明であることから、申立

人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除状況について確認

できない。 

加えて、申立人は、申立期間に厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持していない上、申



 

立人が名前を挙げている同僚は生年月日等が不明で特定できず、同僚から申

立人の申立期間における厚生年金保険料の控除状況等について供述を得るこ

とができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 



 

山口厚生年金 事案 974 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険の被保険者となることができ

ない期間であったことから、厚生年金保険被保険者であったと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成 10年９月 30日から同年 10月 1日まで 

 私は、昭和 62 年６月１日から平成 10 年９月 30 日までの期間において、

Ａ株式会社（現在は、Ｂ株式会社）に取締役として勤務し、同年 10 月１

日にＣ株式会社へ転職したが、Ａ株式会社における厚生年金保険被保険者

資格の喪失日が同年９月 30 日と記録されており、申立期間の被保険者記

録が無い。 

 私が所持している入社月（昭和 62 年６月分）の給料明細書において厚

生年金保険料が控除されており、退職月（平成 10 年９月分）の給料支払

明細書においても厚生年金保険料が控除されているので、申立期間を厚生

年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持するＡ株式会社の昭和 62 年６月分（入社月）から同年９月分

までの期間の給料明細書及び平成 10 年９月分（退職月）の給料支払明細書に

おいて、厚生年金保険料が事業主により給与から控除されていることが確認で

きる。 

しかし、申立人は、「Ａ株式会社を退職した日は、平成 10 年９月 30 日であ

った。」と述べているところ、事業主は、「申立人は当社の役員であったので、

出勤簿が無く、申立どおりの勤務をしたか否かは不明である。」と述べている

ものの、Ｂ株式会社が保管する申立人の従業員台帳において、申立人の雇入年

月日は昭和 62 年６月１日、退職年月日は平成 10 年９月 29 日と記載されてい

ることが確認できる上、申立人から同日付けでＡ株式会社に提出された「辞任

届」において、同日をもって取締役を辞任したい旨の記載があり、申立人の署



 

名及び押印がされていることが確認できる。 

また、Ａ株式会社に係る商業登記簿謄本において、申立人は、同社の取締役

を平成 10 年９月 29 日付けで辞任していることが確認でき、事業主が労働保険

組合に届出した労働者災害補償保険特別加入に関する変更届（写）においても、

異動年月日欄に「10.９.29（退職）」と記載されていることが確認できること

から判断すると、申立期間において、申立人が同社に勤務していたことは認め

られない。 

さらに、事業主は、申立人の厚生年金保険被保険者資格の喪失に係る関連資

料を保存していないため申立内容を確認できないとしているところ、オンライ

ン記録において、申立人のＡ株式会社に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失

日は平成 10 年９月 30 日と記録されていることが確認でき、遡って訂正される

などの形跡は見当たらない。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が、申立期間について、当該事業所に雇用されていた者であったと言えな

いことから、厚生年金保険の被保険者期間であったと認めることはできない。    

なお、事業主は、申立人の平成 10 年９月分の給与支払明細書における厚生

年金保険料について、「現在は翌月控除としているが、申立期間当時も同様で

あったか否かは、資料等が無く、不明である。」と述べている。 

 


